
・プラスチック製のＩＣチップつきカード 

・顔写真が表示されており、このカード 

のみで本人確認書類とすることができま

す。 

・取得には申請が必要です。 

 

・紙製のカード 

・顔写真が表示されないため、この

カードのみで本人確認書類とする

ことはできません。 

※平成 27 年 10 月以降簡易書留に

よって発送されています。 

※お手元に届いていない方は市民課

へお問い合わせください 

（市民課 内線 2313） 

 

・申請により市民課で交付

を受けることができま

す。 

※申請時に「個人番号」

の記載を指定してくだ

さい。 

・１通につき 300 円の手

数料がかかります。 

※申請に必要なもの等、

詳しくは市民課へお問

い合わせください。 

（市民課 内線 2313） 

 

マイナンバーカードと通知カードってどんなもの？ 
どこがちがうの？ 

 

 

 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入にともない、平成２９年度以降の市民税・県

民税等の申告手続には、マイナンバーの記載および本人確認書類の提示が必要となりました。 

これにともない、なりすましを防止するための本人確認（番号確認及び身元確認）を行いますの

で、申告会場には本人確認書類をお持ちいただく必要があります。 

申告手続に必要な、番号確認及び身元確認ができる書類です。 
マイナンバーカードをお持ちでない場合は、２種類の書類が必要
となります。以下の図で確認しましょう。 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


